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第
48
回 

衆
議
院
議
員
総
選
挙
及
び

  
第
24
回 

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
は
10
月
22
日
（
日
）
で
す

平
成
29
年
10
月
22
日
執
行
の

  

衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
つ
い
て

▽
公
示
日　

　

10
月
10
日
（
火
）

▽
投
票
日　

　

10
月
22
日
（
日
）

　
午
前
７
時
～
午
後
８
時

今
回
の
選
挙
で

　
　
　
　
　
投
票
で
き
る
人

期
日
前
投
票
を

　
　
　
　 

ご
利
用
く
だ
さ
い

不
在
者
投
票
に
つ
い
て

投
票
に
行
く
と
き
は

①
～
③
の
条
件
を
満
た
す
者

①
満
18
歳
以
上
（
平
成
11
年
10

月
23
日
以
前
の
出
生
）
の
者

②
引
き
続
き
３
か
月
以
上
（
平

成
29
年
７
月
９
日
以
前
か
ら
）

基
山
町
の
住
民
基
本
台
帳
に

登
録
さ
れ
て
い
る
者

③
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て 

　
い
る
者

　

ま
た
、
選
挙
人
名
簿
登
録
制
度
の
改

正
に
よ
り
、
前
回
の
参
議
院
議
員
通
常

選
挙
よ
り
新
住
所
地
の
市
町
村
に
転
居

し
て
か
ら
選
挙
の
公
示
日
前
日
の
選
挙

人
名
簿
の
登
録
日
ま
で
３
か
月
経
過
し

て
い
な
い
場
合
、
本
町
で
３
か
月
以
上

住
民
登
録
が
あ
れ
ば
、
旧
住
所
地
で
あ

る
基
山
町
に
お
い
て
投
票
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　

投
票
日
当
日
ど
う
し
て
も
投
票
に
行

け
な
い
方
々
の
た
め
に
、
期
日
前
投
票

を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

▽
期
間

　

10
月
11
日（
水
）～
21
日（
土
）

▽
時
間　

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
８
時

▽
場
所　

　

基
山
町
役
場
１
階
ロ
ビ
ー

▽
必
要
な
も
の　

　

入
場
券

※
役
場
が
閉
庁
と
な
る
土
・
日
曜
日
も

受
け
付
け
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

投
票
を
す
る
際
に
は
、
入
場
券
が
必

要
で
す
。

　

入
場
券
は
郵
送
し
て
お
り
ま
す
が
、

紛
失
し
た
場
合
で
も
、
選
挙
人
名
簿
に

登
録
さ
れ
て
い
れ
ば
投
票
で
き
ま
す
。

　

仕
事
や
旅
行
な
ど
で
、
投
票
日
や
期

日
前
投
票
期
間
中
に
基
山
町
の
投
票
所

に
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
人
は
、
滞
在

先
の
市
区
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
で

不
在
者
投
票
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
指
定
病
院
等
に
入
院
等
し
て

い
る
方
な
ど
は
、
そ
の
施
設
内
で
不
在

者
投
票
が
で
き
ま
す
。
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指
定
病
院
・
老
人
ホ
ー
ム
等 

で
の
不
在
者
投
票
に
つ
い
て

郵
便
等
に
よ
る

　
　
　 
不
在
者
投
票
に
つ
い
て

▽
不
在
者
投
票
が
で
き
る
人

都
道
府
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
指
定

す
る
病
院
に
入
院
、
指
定
老
人
ホ
ー

ム
等
に
入
所
し
て
い
る
選
挙
人
で
不

在
者
投
票
事
由
に
該
当
す
る
人

▽
投
票
用
紙
の
請
求
方
法

不
在
者
投
票
を
し
よ
う
と
す
る
選
挙

人
は
、
選
挙
管
理
委
員
長
に
対
し
て

自
ら
請
求
す
る
か
、
指
定
病
院
等
の

長
又
は
代
理
人
が
選
挙
の
期
日
の
前

日
ま
で
に
請
求
し
ま
す
。

▽
投
票
の
方
法

指
定
病
院
等
で
不
在
者
投
票
を
行
う

か
、
現
に
所
在
す
る
地
の
市
町
村
の

選
挙
管
理
委
員
会
で
不
在
者
投
票
を

し
ま
す
。

　

身
体
に
重
度
の
障
害
が
あ
る
次
の
人

は
自
宅
で
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票

が
で
き
ま
す
。

①
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
た 

　

人
で

・
両
下
肢
等
の
障
害
の
程
度
が
１
級
又

は
２
級
の
人

・
内
蔵
機
能
の
障
害
の
程
度
が
１
級
又

は
３
級
の
人

・
免
疫
、
肝
臓
の
障
害
の
程
度
が
１
級

か
ら
３
級
ま
で
の
人

②
戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
人
で

・
両
下
肢
等
の
障
害
の
程
度
が
特
別
項

症
か
ら
第
２
項
症
ま
で
の
人

・
内
蔵
機
能
の
障
害
の
程
度
が
特
別
項

症
か
ら
第
３
項
症
ま
で
の
人

・
肝
臓
の
障
害
の
程
度
が
特
別
項
症
か

ら
第
３
項
症
ま
で
の
人

③
介
護
保
険
法
上
の
要
介
護
者
で
、
介
護

保
険
の
被
保
険
者
証
に
要
介
護
状
態
区

分
が
要
介
護
５
と
記
載
し
て
あ
る
人

　

ま
た
、
同
制
度
に
該
当
す
る
人
で
、

上
肢
又
は
視
覚
の
障
害
の
程
度
が
１
級

（
特
別
項
症
か
ら
第
２
項
症
）
の
人
は
、

代
理
記
載
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
制
度
を

利
用
す
る
た
め
に
は
事
前
の
申
請
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

投票の方法

▲

比
例
代
表
選
挙

▲

小
選
挙
区
選
挙

（

　ピ
ン
ク
色

　）

政党等名を書いて投票 候補者氏名を書いて投票

（   

あ
さ
ぎ
色     

）
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第
４
投
票
所
見
取
図

第４区
公民館

第
３
投
票
所
見
取
図

第２区公民館

第
２
投
票
所
見
取
図

第１区公民館

基山町役場 第
１
投
票
所
見
取
図

投票区 投票所 対象区域

１ 基山町役場 ３区（上町第 1・第 2、グレースフル基山駅を
除く）、12 区

２ 第１区公民館 １区

３ 第２区公民館 ２区

４ 第４区公民館 ４区

５ 若基小学校 校舎 1 階
児童昇降口 ６区、14 区、15 区、16 区、17 区

６ 第 13 区公民館 10 区、13 区

７ 第８区公民館 ５区、８区、上町第１・第２、 
グレースフル基山駅

８ 第７区公民館 ７区（西長野を除く）

９ 第 11 区公民館 11 区、西長野

１０ 第９区公民館 ９区

投
票
所
は
ご
存
じ
で
す
か
？

投票は、次の場所で午前７時から午後８時まで行われます。
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第
１０
投
票
所
見
取
図

第９区公民館

第
９
投
票
所
見
取
図

第１１区
公民館

第
８
投
票
所
見
取
図

第７区公民館

第
７
投
票
所
見
取
図

第８区
公民館

第
６
投
票
所
見
取
図

第１３区公民館

　選挙についての詳しいお問い合わせは
　基山町選挙管理委員会事務局（役場３階 総務企画課内）へ　☎ ９２－７９１５

※入場券に書いてある投票所以外では投票できません。
※第５投票所が若基小体育館から若基小学校 校舎１階 児童昇降口へ変更と 
　なっております。

ご注意ください

第
５
投
票
所
見
取
図

若基小学校
校舎１階

グラウンド

児童昇降口

若基小
体育館

けやき台２丁目

至城戸インター


